
石巻市かもめ学園指定管理者募集要項 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、石巻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に

関する条例（平成１７年石巻市条例第３２１号。以下「手続条例」という。）及び石巻市か

もめ学園条例（平成１７年石巻市条例第１４１号。以下「施設条例」という。）に基づき、

公の施設である石巻市かもめ学園の管理運営を行うことができる指定管理者を次のとおり

募集します。 

 

１ 指定施設 

(1) 名 称 石巻市かもめ学園（以下「本施設」という。） 

(2) 所在地 石巻市向陽町三丁目１０番７号 

 

２ 指定施設の概要 

(1) 設置目的  

本施設は、心身障害児に対して障害の克服に必要な機能訓練及び生活指導を行い、こ 

れら児童の療育に資するとともに、児童の健全な育成等に資することを目的にしてい

ます。 

(2) 設置（開設）年月日 昭和４８年７月 

(3) 建物概要 木造平屋建て  

敷地面積 ２，４７８．６８㎡  建築面積 ８０１．２８㎡ 

  建築延べ床面積 ６６５．４５㎡      

(4) 施設概要 訓練室・事務室・保育室・談話室・活動室・指導室・相談室・授乳室 

番号 建物用途 構造 建築面積 延べ床面積 室名 

① 心身障害児通園施設 木造 506.90㎡ 383.40㎡ 
訓練室・事務室・   

保育室・談話室 

② 
児童支援施設 

（平成２０年建設） 
木造 224.72㎡ 220.54㎡ 

活動室・指導室・  

相談室・授乳室 

③ 物 置 木造 14.91㎡ 14.91㎡  

④ 車 庫 Ｓ造 54.75㎡ 46.60㎡  

合計   801.28㎡ 665.45㎡  

 (5) 運営に係る事項  

      令和６年度〔延べ利用者数〕（定員） 

ア 児童発達支援事業（未就学児）〔１，２４１人〕（６人） 

イ 放課後等デイサービス事業（就学児）〔８９８人〕（４人） 

ウ 保育所等訪問支援〔６０人〕 

エ 障害児相談支援事業〔７３人〕 

オ 障害児日中一時支援サービス事業〔７３人〕（７人） 



令和６年度の運営実績（収支決算書、利用料金収入の実績（児童発達支援事業・一

時支援サービス分））については、別表１及び別表２に掲載しています。 

なお、別表１及び別表２の取扱いについては、別紙２「石巻市かもめ学園指定管理

者募集に係る資料の配布について」を確認してください。 

    

３ 申請することができる団体の資格 

指定管理者に申請することができる者は、石巻市内に本店、支店、事務所等を有する法             

人その他の団体（以下「団体」という。）であることとします。ただし、申請しようとす

る団体が、次のいずれかに該当する場合は、申請資格を有しないものとします。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用す

る場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているも

の 

(2) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年法律第１５４     

号）により再生手続又は更生手続を開始しているもの 

(3) 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある

もの 

(4) 国税、都道府県税及び市区町村税を滞納しているもの 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第   

２号に規定する暴力団又は暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若し

くは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者の統制下にあると認

められるもの 

(6) 事業を実施するに当たり、必要となる人員を確保できない団体 

 

４ 申請を受け付ける期間 

令和７年７月２５日（金）から令和７年８月２２日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日（以下「休日」という。）を除きます。  

(1) 申請時間 

   持参の場合は、午前９時から午後４時まで 

   ただし、最終日は午前９時から正午までとします。 

(2) 申請場所 

   石巻市穀町１４番１号 石巻市保健福祉部障害福祉課 

(3) 申請方法 

申請場所へ直接持参又は郵送（一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれか）す

るものとします。 

   郵送による場合は締切日必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮

しないものとします。 

 



(4) 申請書提出部数 

   原本１部 

 

５ 申請に必要な書類 

申請に当たっては、指定管理者指定申請書（規則様式第１号）に、次に掲げる書類を添

えて、提出期間内に提出ください。 

No. 書類 備考 

1 事業計画書 
様式第２号 

指定期間内各年度分 

2 定款又は寄附行為の写し 法人以外の団体は会則及び代表者

の戸籍の身分証明書（原本） 3 登記事項証明書（原本） 

4 貸借対照表 
前事業年度分 

5 損益計算書 

6 財産目録  

7 国税及び地方税納税証明書（原本） 
消費税及び地方税について未納税

額がないことの証明 

8 労働保険料納付済証明書  

9 
社会保険加入届の控え又は確認通知書、源泉

徴収簿又は給与台帳の写し 
 

10 役員名簿 様式第５号 

11 グループ構成員届出書 様式第６号 

12 
施設を運営するに当たり必要となる資格又は

免許を有していることを証する書類の写し 
写し可 

13 職員配置表 様式第１０号 

（備考） 

・事業計画書の要件を満たす書類を作成した場合は、これをもって当該様式に代えること

ができます。 

・証明書類は、証明年月日が申請書提出時の３か月以内のものに限ります。 

 

６ 市が行うべき管理の費用に関する事項 

(1)  指定管理料及び支払時期 

本施設の管理に要する経費は、指定管理者への管理代行の対価として支払う経費（以

下「指定管理料」という。）及び利用料金収入によって賄うこととします。 

指定期間における指定管理料は総額４９，０００，０００円（税込）を上限とします。 

なお、市が支払う指定管理料及び支払時期は、指定管理者が応募時に提示した額で       

はなく提示額を基準に毎年度の予算範囲内で市と指定管理者が協議を行い、決定しま      

す。 



(2) 指定管理料の支払方法 

市は、指定管理者から指定管理料の請求を受けてから３０日以内に指定の口座へ振

り込むものとします。 

(3) 指定管理料の額の変更方法 

指定管理料の総額及び各年度の指定管理料は、提出書類（事業計画書等）を基に指定   

管理者と協議を行って決定することとします。 

(4) 指定管理料の精算の要件 

原則として指定管理料の精算は行いませんが、指定管理者が本来行うべき業務を行

わなかったことにより発生した余剰金については、精算の対象となります。 

(5) 管理口座・区分経理 

指定管理業務に係る経理は、１施設につき１口座を原則とし、専用の口座で収支を管     

理することとします。 

 

７ 指定管理者が行う管理の基準 

(1) 開園時間 

施設条例第３条第１項の規定により午前８時３０分から午後５時３０分までとしま

す。 

 (2) 休園日 

施設条例第３条第２項及び第３項の規定で定める日とします。 

 (3) 個人情報の取扱い 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定を遵守し、個人情報     

が適切に保護されるように配慮するとともに、本施設の管理運営上知り得た情報を漏

らし、管理運営以外の目的に使用することはできません。 

(4) 情報公開 

石巻市情報公開条例（平成１７年石巻市条例第１４号）の規定を遵守し、施設の管理    

に関して保有する情報の積極的な公開に努めるものとします。 

 (5) 行政手続の取扱い 

石巻市行政手続条例（平成１７年石巻市条例第１７号）の規定を遵守し、行政運営に   

おける公正の確保と透明性を図り、もって市民の権利利益の保護に努めるものとしま

す。 

 (6) 関係法令等遵守 

条例その他関係法令等を遵守して管理運営を行うこことします。 

 

８ 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 施設条例第２条第２項及び石巻市かもめ学園条例施行規則（平成２０年石巻市規則

第２６号）第５条に規定する事業の実施に関すること。 

(2) 利用の許可、その取消し、その他本施設の利用に関すること。 

(3) 使用料の徴収、減免及び還付に関すること。 



(4) 本施設の施設及び付属施設の維持管理に関すること。 

(5) その他本施設の管理運営に関すること。 

    なお、具体的な業務内容及び履行方法については仕様書等による。 

(6) 災害発生時の対応に関すること。 

災害等の発生時には、最寄りの指定避難所又は指定緊急避難場所への避難誘導を実   

施すること。 

 

９ 指定施設の利用に係る料金に関する事項 

(1) 利用料金制度の採用 

本施設については、利用料金制度を適用します。利用料金は指定管理者の収入としま   

す。 

(2) 利用料金の金額 

利用料金は、施設条例第４条第４項、第５項、第６項及び第７項に定める額とします。 

 

１０ 指定管理者に指定しようとする期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

１１ リスク分担 

   市と指定管理者のリスク分担は、リスク分担表（別紙４）のとおりです。ただし、同   

表に定める事項に疑義がある場合、又は定めのない事項が生じたときは、市と指定管理   

者が協議の上、定めることとします。 

 

１２ 指定管理者モニタリング 

市は、本施設の管理運営が協定に従い、適正かつ確実にサービス提供がされているか   

どうか、また指定管理者がサービスを安定的に提供することが可能な財務状況である

かなどを確認、評価します。詳細は、仕様書を参照してください。 

 

１３ 事業報告書の提出 

手続条例第７条により、毎年度終了後２か月以内に、本施設の管理業務に関する事業   

報告書を作成し、市長に提出します。 

 

１４ 選定方法 

   指定管理者候補者（以下「候補者」という。）の選定に当たっては、本施設指定管理

者候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、提出された事業計画書

等の内容や適性を審査する書類審査、申請団体からプレゼンテーションによる提案を

受け、ヒアリングを行い、実現可能性を審査する面接審査を実施します。 

審査終了後、総合計得点が最も高く、かつ、基準点（候補者になり得るための最低点  

をいう。）を満たす申請団体を候補者として選定します。 



１５ 選定委員会 

   選定委員会の委員は８人以内とし、学識経験者等で構成します。 

 

１６ 選定基準 

   候補者の選定基準は、次表のとおりです。 

No. 選定基準 評価項目 配点 

1 平等利用の確保 施設の設置目的の理解度 ５点 

2 サービスの向上性 
管理運営に対する意欲 

１５点 
提供サービスの水準 

3 施設の効用発揮 
施設維持管理の水準 

２０点 
地域や市民に対する貢献度 

4 経費の縮減効果 
コストの削減・節約意識 

３５点 
提案価格の評価 

5 運営の安定性 

運営体制 

１５点 
事業の遂行力 

事業計画の実現性 

法令遵守 

6 その他 
災害、リスク等の対策 

１０点 
運営の透明性 

 

１７ 選定結果 

選定結果は、全ての申請団体に通知するとともに、石巻市ホームページにより公表し   

ます。なお、選定結果に関する問合せには応じませんので、了承願います。 

 

１８ 再選定 

選定結果の通知後、選定した候補者を指定管理者に指定することが不可能となった

場合や著しく不適当と認められる事情が生じた場合において、候補者に損害が生じて

も市はその賠償の責めを負わないものとします。 

 

１９ 選定後の手続 

(1) 指定管理者の指定 

  選定された候補者は、市議会の議決を経て、指定管理者として指定されます。 

(2) 協定書の締結 

市議会の議決により指定を受けた後は、市と協議を行い、指定管理業務の実施に関す

る包括的な事項を定める基本協定の締結を行います。 

また、各年度の指定管理料や業務内容を定める年度協定は、毎年度４月１日付けで締

結を行います。 



２０ 施設の視察及び説明会の開催 

本施設の視察及び申請方法、提出書類などについて説明会を開催します。参加を希望        

する場合は、施設の視察及び説明会参加申込書（様式第７号）を次の(3)～(5)により提        

出してください。なお、参加人数は、１団体につき２人までとします。 

(1) 開催日時 

令和７年８月６日（水） 午前１０時から１時間程度 

(2) 開催場所  

石巻市かもめ学園  

(3) 提出期限 

   令和７年８月４日（月）まで 

(4) 提出先  

   石巻市穀町１４番１号 石巻市保健福祉部障害福祉課 

   電 話：０２２５－９５－１１１１（内線２４７７） 

ＦＡＸ：０２２５－２２－６６１０ 

   E-mail：ishandwelf@city.ishinomaki.lg.jp 

 (5) 提出方法 

   ファクシミリ又は電子メール 

 

２１ 募集要項等に関する質問受付及び回答方法 

募集要項等について質問がある場合には、質問書（様式第８号）を次の要領で提出し   

てください。 

(1) 質問受付期間 

    令和７年７月２５日（金）から令和７年８月８日（金）まで 

   ただし、直接持参の場合は、休日を除きます。 

(2) 質問受付時間 

   直接持参の場合：午前９時から午後４時まで 

   ファクシミリ及び電子メールの場合：最終日午後３時必着 

(3) 質問提出先 

   石巻市穀町１４番１号 石巻市保健福祉部障害福祉課企画管理係 

   電 話：０２２５－９５－１１１１（内線２４７７） 

   ＦＡＸ：０２２５－２２－６６１０ 

   E-mail：ishandwelf@city.ishinomaki.lg.jp 

(4) 質問書提出方法 

   直接持参又はファクシミリ 

(5) 質問に対する回答 

    令和７年８月中旬にファクシミリ又は電子メールにて回答するものとします。 

   

 



２２ 公募のスケジュール 

日 程 内 容 

令和７年７月２５日～令和７年８月２２日 募集要項の配付 

令和７年８月６日 施設の視察及び説明会 

令和７年７月２５日～令和７年８月８日 質問の受付 

令和７年８月中旬 質問の回答 

令和７年７月２５日～令和７年８月２２日 申請書類の受付期間 

令和７年８月２７日（予定） 選定委員会の開催（書類審査・面接審査） 

令和７年９月上旬 選定結果の通知及び公表 

令和８年１月 指定管理者の指定 

令和８年３月 協定の締結 

令和８年１月～３月 事務引継及び準備等 

令和８年４月１日 管理運営開始 

  

２３ 募集要項の配付 

申請に当たっては、必ずこの募集要項を確認してください。 

(1) 配付期間 

   令和７年７月２５日（金）から令和７年８月２２日（金）まで 

   ただし、休日を除きます。 

(2) 配付時間 

   午前９時から午後４時まで（窓口配付の場合） 

(3) 配付方法 

ア 窓口配付 石巻市穀町１４番１号 石巻市保健福祉部障害福祉課 

  イ 石巻市ホームページよりダウンロード 

     石巻市トップページ 

事業者の方へ＞入札・契約＞発注情報＞指定管理者関係＞募集 

(4) 費用  

無料 

 

２４ 申請に当たっての留意事項 

(1) 費用負担 

申請に関し必要な費用は、申請団体の負担とします。 

(2) 申請書類の追加 

  選定審査に関し、追加書類を求めることがあります。 

 

 

 



(3) 申請書類の変更 

提出後の内容変更はできません。 

(4) 申請書類の取扱い 

申請書類は返却しません。また、石巻市情報公開条例に基づく開示請求があった場合

は、原則として開示の対象文書となります。ただし、公開することにより、申請団体の 

権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報は、同条 

例第７条第３号の規定により不開示となる場合がありますので、この情報に該当する

と考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出るようお願いします。 

 (5) 申請書類の著作権 

著作権は申請団体に帰属します。ただし、選定結果の公表をする場合、その他市長

が必要と認める場合は、申請書類の全部又は一部を無償で公表し、又は使用できるも

のとします。 

(6) 申請の辞退 

申請書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届(任意の様式)を提出してください。 

(7) 虚偽の記載をした場合の取扱い 

申請書類に虚偽の記載があったことが判明した場合は失格とします。 

 (8) 宮城県警察への役員名簿の提供 

団体が暴力団又はその構成員等の統制下にないことを確認するため、提出された   

役員名簿を宮城県警察に提供することがあります。 

  

２５ 問合せ 

    石巻市穀町１４番１号 石巻市保健福祉部障害福祉課企画管理係 

    電 話：０２２５－９５－１１１１（内線２４７７） 

    ＦＡＸ：０２２５－２２－６６１０ 

    E-mail：ishandwelf@city.ishinomaki.lg.jp 

mailto:ishandwelf@city.ishinomaki.lg.jp

